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デジタル推進委員とは https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff より

https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff


デジタル推進委員とはー２ https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff より

https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff


https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff よりデジタル推進委員とはー３

デジタル推進委員とは

デジタル推進委員は、デジタル機器・サービスに不慣
れな方等に対し、以下に関する事項について教える、
又は利用のサポートを行う方です。
デジタル推進委員が教える・サポートする事項
1.マイナンバーカード・マイナポータルの利用方法
2.各地で実装されているデジタルサービスの利用方法
3.デジタル機器・サービスの利用方法

https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff


募集対象及び要件 https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff より

以下のいずれかに該当する方

1.募集要項（別表1）に示す国が実施する事業において、デジタル機器・サービスの利用
方法等を教える取組のほか、それらの利活用をサポートする取組を行う方
2.募集要項（別表2）に示す団体等に所属する方であって、デジタル推進委員が教える・サ
ポートする事項1のほか、任意で2及び3について教える、又は利用のサポートを行う方で、
かつ、デジタル庁が指定する動画等のコンテンツを視聴した方
3.地方公共団体が実施又は協力する事業において、活動を行う者のうち、デジタル推進委
員が教える・サポートする事項1のほか、任意で2及び3について教える、又は利用のサ
ポートを行う方
4.その他必要に応じてデジタル庁が認める方

別表２（https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff_organizations）に「日本行政書士会連合会」
あり

https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff
https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff_organizations


任命状・オープンバッジ



オープンバッジ



デジタル活用支援推進事業 https://www.digi-katsu.go.jp/

https://www.digi-katsu.go.jp/
https://www.digi-katsu.go.jp/
https://www.digi-katsu.go.jp/


行政書士法の改正（抜粋）
令和8年１月１日施行

第一章 総則（行政書士の使命）

第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与
するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使
命とする。（職責）

第一条の二 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通
して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

２ 行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、
情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改
善進歩を図るよう努めなければならない。

皆様もデジタル推進委員に応募してみませんか？
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